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(57)【要約】
【課題】　光電変換装置の性能を向上する
【解決手段】　光電変換素子が設けられた半導体層を含
む第１基板を、第２基板に固定する工程と、第２基板に
固定された第１基板を、第１基板に対して第２基板の側
とは反対側から薄化する工程と、薄化された第１基板を
、半導体素子が設けられた第３基板が第１基板に対して
第２基板の側とは反対側に位置するように、第３基板に
固定する工程と、第１基板を第３基板に固定する工程の
後に、第２基板を除去する工程と、を備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換素子が設けられた半導体層を含む第１基板を、第２基板に固定する工程と、
　前記第２基板に固定された前記第１基板を、前記第１基板に対して前記第２基板の側と
は反対側から薄化する工程と、
　前記薄化された第１基板を、半導体素子が設けられた第３基板が前記第１基板に対して
前記第２基板の側とは反対側に位置するように、前記第３基板に固定する工程と、
　前記第１基板を前記第３基板に固定する工程の後に、前記第２基板を除去する工程と、
を備えることを特徴とする光電変換装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第２基板を除去する工程の後に、前記第１基板に対して前記第３基板の側とは反対
側に集光部および波長選択部の少なくともいずれかを形成する工程を更に備える、請求項
１に記載の光電変換装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第２基板に固定する工程において、前記第１基板にはトランジスタが設けられてい
る、請求項１または２に記載の光電変換装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第２基板に固定する工程において、前記第１基板には配線部材が設けられている、
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の光電変換装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第２基板を除去する工程の後に、前記第１基板に対して前記第３基板の側とは反対
側に配線部材を形成する工程を更に備える、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の光電
変換装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第２基板に固定する工程において前記第１基板はコンタクトプラグを含み、前記第
２基板を除去する工程の後に、前記第１基板に対して前記第３基板の側とは反対側に複数
の配線層を形成する工程を更に備える、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の光電変換
装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第２基板を除去する工程の後に、前記第１基板に対して前記第３基板の側とは反対
側に導光部を形成する工程を更に備える、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の光電変
換装置の製造方法。
【請求項８】
　前記半導体層を貫通する導電部材を形成する工程を更に備える、請求項１乃至７のいず
れか１項に記載の光電変換装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第３基板に固定する工程の前に、前記導電部材を形成する、請求項８に記載の光電
変換装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第３基板に固定する工程の後に、前記導電部材を形成する、請求項８に記載の光電
変換装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第２基板に固定する工程において、前記第１基板は前記半導体層と、前記半導体層
に設けられた孔の中に配された導電部材と、を含み、前記薄化する工程では、前記第１基
板に対して前記第２基板の側とは反対側に前記導電部材を露出させる、請求項１乃至７の
いずれか１項に記載の光電変換装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記第２基板に固定する工程において、前記第１基板は、前記半導体層に対して前記第
２基板の側とは反対側に位置する基体と、前記半導体層と前記基体との間に配された絶縁
体層と、を含み、前記薄化する工程では、少なくとも前記基体の一部を除去する、請求項
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１乃至１１のいずれか１項に記載の光電変換装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記薄化する工程の後において、前記第１基板の前記半導体層の厚さが１０μｍより大
きく１００μｍより小さい、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の光電変換装置の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光電変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光電変換素子が設けられた受光基板と、半導体素子が設けられた回路基板と、を積層し
た光電変換装置が提案されている。複数の基板を積層することにより、光電変換装置の性
能の向上が期待される。
【０００３】
　特許文献１には、光電変換素子を有する第１の基板と、周辺回路部を有する第２の基板
とを積層した、裏面照射型の固体撮像装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１３８８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複数の基板を積層すると光電変換装置が厚くなってしまうため、基板を薄くする要求が
ある。特許文献１ではフォトダイオード形成部材の薄膜化を行っているが、薄膜化によっ
て新たに形成される面が受光面となるため、薄膜化に起因したノイズが生じやすい。その
ため、光電変換装置の性能の向上が十分ではないという課題があった。
【０００６】
　本発明は、光電変換装置の性能を向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための手段の一つの観点は、光電変換素子が設けられた半導体層を
含む第１基板を、第２基板に固定する工程と、前記第２基板に固定された前記第１基板を
、前記第１基板に対して前記第２基板の側とは反対側から薄化する工程と、前記薄化され
た第１基板を、半導体素子が設けられた第３基板が前記第１基板に対して前記第２基板の
側とは反対側に位置するように、前記第３基板に固定する工程と、前記第１基板を前記第
３基板に固定する工程の後に、前記第２基板を除去する工程と、を備えることを特徴とす
る光電変換装置の製造方法である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、性能を向上した光電変換装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】光電変換装置の製造方法を説明する模式図。
【図２】光電変換装置の製造方法の実施例１を説明する模式図。
【図３】光電変換装置の製造方法の実施例１を説明する模式図。
【図４】光電変換装置の製造方法の実施例１を説明する模式図。
【図５】光電変換装置の製造方法の実施例１を説明する模式図。
【図６】光電変換装置の製造方法の変形例を説明する模式図。
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【図７】光電変換装置の製造方法の実施例２を説明する模式図。
【図８】光電変換装置の製造方法の実施例２を説明する模式図。
【図９】光電変換装置の製造方法の実施例２を説明する模式図。
【図１０】光電変換装置の製造方法の実施例３を説明する模式図。
【図１１】光電変換装置の製造方法の実施例３を説明する模式図。
【図１２】光電変換装置の製造方法の実施例３を説明する模式図。
【図１３】光電変換装置の製造方法の実施例４を説明する模式図。
【図１４】光電変換装置の製造方法の実施例４を説明する模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための形態を説明する。なお、以下の説明お
よび図面において、複数の図面に渡って共通の構成については共通の符号を付している。
そして、共通する構成を断りなく複数の図面を相互に参照して説明する場合がる。また、
共通の符号を付した構成については説明を省略する場合がある。
【００１１】
　図１では、光電変換装置の断面模式図を用いて光電変換装置の製造方法を工程順に示し
ている。
【００１２】
　図１（ａ）に示す工程Ａでは、光電変換素子ＰＤが設けられた受光基板１０を用意する
。受光基板１０には光電変換素子ＰＤ以外に半導体素子ＴＲ１が設けられていてもよい。
受光基板１０は光電変換素子ＰＤや半導体素子ＴＲ１の少なくとも一部を含む半導体層１
００を有する。工程Ａにおいて半導体層１００は表面Ｆ１と裏面Ｂ１とを有する。受光基
板１０における表面Ｆ１は最終的な光電変換装置における半導体層１００の受光面となる
。なお、受光基板１０の裏面は半導体層１００の裏面Ｂ１に一致しうるが、受光基板１０
の裏面が半導体層１００以外の層で構成されていてもよい。半導体素子ＴＲ１は例えばｎ
型のＭＯＳトランジスタである。半導体素子ＴＲ１は光電変換素子ＰＤと共に画素回路を
構成しうる。受光基板１０は半導体層１００の上に設けられた第１配線部材１５を含むこ
とができる。第１配線部材１５は、半導体装置で一般的に用いられる配線構造（多層配線
構造）の複数の構成要素の少なくともいずれかを含みうる。配線構造（多層配線構造）の
複数の構成要素とは、コンタクトプラグ、配線層、ビアプラグ、コンタクトプラグ用や配
線層用のエッチングストップ層、層間絶縁層、配線層の拡散防止層、およびパッシベーシ
ョン層である。受光基板１０は第１配線部材１５を含まなくてもよい。
【００１３】
　図１（ｂ）に示す工程Ｂでは、光電変換素子ＰＤが設けられた受光基板１０を支持基板
２０に固定する。工程Ｂにおいて、受光基板１０が第１配線部材１５を含む場合には、第
１配線部材１５が半導体層１００と支持基板２０との間に位置する。
【００１４】
　図１（ｃ）に示す工程Ｃでは、支持基板２０に固定された受光基板１０を、受光基板１
０に対して支持基板２０の側とは反対側（裏面Ｂ１側）から薄化する。半導体層１００の
薄化とは半導体層１００の厚さを小さくすることである。薄化においては、受光基板１０
のうち、受光基板１０の支持基板２０の側とは反対側の面（裏面Ｂ１）を含む部分が除去
される。工程Ｃにおける半導体層１００の薄化によって、半導体層１００には新たな裏面
Ｂ２が形成される。
【００１５】
　図１（ｄ）に示す工程Ｄでは、薄化された受光基板１０を、半導体素子ＴＲ２が設けら
れた回路基板３０に固定する。この固定は、回路基板３０が受光基板１０に対して支持基
板２０の側とは反対側（裏面Ｂ２側）に位置するように行われる。回路基板３０には半導
体素子ＴＲ２以外に半導体素子ＴＲ３が設けられていてもよい。回路基板３０は半導体素
子ＴＲ２や半導体素子ＴＲ３の少なくとも一部を含む半導体層３００を有する。半導体素
子ＴＲ２は例えばｎ型のＭＯＳトランジスタであり、半導体素子ＴＲ３は例えばｐ型のＭ
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ＯＳトランジスタである。半導体素子ＴＲ２と半導体素子ＴＲ３は共にアナログ信号処理
回路やデジタル信号処理回路、ＡＤ変換回路あるいは駆動回路を構成しうる。回路基板３
０には光電変換素子が設けられていてもよい。回路基板３０に設けられた光電変換素子は
、受光基板１０を透過した光を受光することができる。
【００１６】
　回路基板３０は半導体層３００の上に設けられた第２配線部材３５を含むことができる
。第２配線部材３５は、第１配線部材１５と同様に半導体装置で一般的に用いられる配線
構造（多層配線構造）における構成要素の少なくともいずれかを含みうる。回路基板３０
は第２配線部材３５を含まなくてもよい。図１（ｄ）に示すように、工程Ｄにおいて、回
路基板３０が第２配線部材３５を含む場合には、第２配線部材３５が半導体層３００と受
光基板１０との間に位置しうる。これに限らず、半導体層３００が第２配線部材３５と受
光基板１０との間に位置するように、回路基板３０を配置することもできる。
【００１７】
　図１（ｅ）に示す工程Ｅでは、回路基板３０に固定された受光基板１０の上から支持基
板２０を除去する。支持基板２０は完全に除去することが好ましいが、支持基板２０の少
なくとも一部が除去されればよく、受光に影響を与えない範囲で支持基板２０の一部が受
光基板１０の上に残っていてもよい。
【００１８】
　図１（ｆ）示す工程Ｆでは、支持基板２０を除去する工程Ｅの後に、受光基板１０に対
して回路基板３０の側とは反対側（表面Ｆ１側）に光学部材４０を形成する。光学部材４
０はトップレンズ（マイクロレンズ）や層内レンズなどの集光部、カラーフィルタなどの
波長選択部、およびコアクラッド構造を有する導光部（導光路、光導波路とも言う）、遮
光部の少なくともいずれかを含みうる。
【００１９】
　なお、工程Ｂにおいて受光基板１０が第１配線部材１５を含まない場合には、工程Ｅと
工程Ｆとの間に、第１配線部材１５に相当する配線部材を形成してもよい。工程Ａで第１
配線部材１５の一部を形成し、工程Ｅと工程Ｆとの間に第１配線部材１５の残りの一部を
形成してもよい。
【００２０】
　この後、受光基板１０と回路基板３０の積層体をダイシングして、複数基板を積層した
チップを得ることができる。チップはパッケージングされる。
【００２１】
　本実施形態によれば、受光基板１０を薄化することにより回路基板３０を設けても光電
変換装置の厚みの増加を抑制できる。
【００２２】
　また、本実施形態によれば、支持基板２０とは反対側の面から受光基板１０を薄化し、
支持基板２０側の面を受光面として用いることができるため、薄化に伴って生じ得るノイ
ズを低減することができる。
【００２３】
　また、本実施形態によれば、支持基板２０を除去することにより、支持基板２０による
半導体層１００への入射光の減衰を抑制できる。
【００２４】
　また、本実施形態によれば、光学部材４０を支持基板２０の除去後に形成することで、
光学部材４０が、支持基板２０の着脱時（工程Ｂ．Ｅ）や受光基板１０の薄化時（工程Ｃ
）に損傷することを避けることができる。よって、光学特性に優れた光電変換装置を得る
ことができる。同様に、第１配線部材１５の少なくとも一部を支持基板２０の除去後に形
成すれば、第１配線部材１５の損傷を低減することができる。そのため、電気的特性や信
頼性に優れた光電変換装置を得ることができる。このように、受光面上に配されることに
なる部材の少なくとも一部を、薄化する工程Ｃの前ではなく、支持基板２０を除去する工
程Ｅの後に行うことで、受光面上に配される部材に、薄化時や支持基板２０の固定時ある
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いは除去時に生じるダメージを低減することできる。よって、信頼性の高い光電変換装置
を製造することができ、また、歩留まり良く光電変換装置を製造することができる。
【００２５】
　受光基板１０と回路基板３０は電気的に相互接続される。この電気的接続は、チップの
外でワイヤボンディング接続やフリップチップ接続によって実現することができる。ある
いは、受光基板１０と回路基板３０との接続を、チップ内で半導体層１００および／また
は半導体層３００を貫通する導電部材である貫通電極によって実現することができる。貫
通電極の形成には、スルーシリコンビア（ＴＳＶ）技術を用いることができる。
【００２６】
　貫通電極の形成は、導電部材の形成と、導電部材による半導体層の貫通の実現の２つに
分けて考えることができる。貫通電極の形成の第１例では、工程Ｃの後に、受光基板１０
に対して支持基板２０とは反対側から、受光基板１０の半導体層１００に貫通孔を形成す
る。そして、貫通孔内に導電部材を形成する。これにより、半導体層１００を貫通する導
電部材である貫通電極を形成する。その後に、回路基板３０が貫通電極に接続するように
工程Ｄを行う。
【００２７】
　貫通電極の形成の第２例では、工程Ｅの後に、受光基板１０に対して回路基板３０とは
反対側から、受光基板１０の半導体層１００に貫通孔を、形成する。そして、貫通孔内に
導電部材を形成する。これにより、半導体層１００を貫通する導電部材である貫通電極を
形成する。貫通孔を回路基板３０に達するように形成することで、半導体層１００を貫通
する導電部材を回路基板３０に接続できる。
【００２８】
　貫通電極の形成の第３例では、工程Ｂの前に、受光基板１０の半導体層１００に孔を形
成する。そして、この孔の中に導電部材を形成する。そして、工程Ｃで、受光基板１０に
対して支持基板２０側とは反対側に導電部材を露出させる。これにより、半導体層１００
を貫通する導電部材である貫通電極を形成する。支持基板２０側とは反対側に露出した導
電部材を回路基板３０に接続できる。
【００２９】
　ウエハレベルチップサイズパッケージ（ＷＬＣＳＰ）型の光電変換装置を製造すること
もできる。ＷＬＣＳＰ型の光電変換装置では、受光基板１０と回路基板３０の積層体のダ
イシング前にガラスウエハなどの透光基板（不図示）に受光基板１０と回路基板３０の積
層体を接着する。このとき、透光基板と回路基板３０との間に受光基板１０が位置するこ
とになる。そして、透光基板と受光基板１０と回路基板３０とを併せてダイシングする。
これにより、透光基板、受光基板、回路基板がこの順で積層された光電変換装置を得るこ
とができる。
【００３０】
　また、チップオンボード（ＣＯＢ）型の光電変換装置を製造することもできる。ＣＯＢ
型の光電変換装置では、配線基板に受光基板１０と回路基板３０の積層体を接続する。こ
のとき、受光基板１０と配線基板との間に回路基板３０が位置することになる。そして、
受光基板１０と回路基板３０と配線基板を併せてダイシングする。これにより、受光基板
、回路基板、配線基板がこの順で積層された光電変換装置を得ることができる。もちろん
、ＷＬＣＳＰ型とＣＯＢ型を組み合わせて、透光基板、受光基板、回路基板、配線基板が
この順で積層された光電変換装置を得ることもできる。
【００３１】
　以上説明した光電変換装置は、カメラに用いられる撮像装置（イメージセンサ）として
使用できる。この他、焦点検出（ＡＦ：オートフォーカス）用のセンサや測光（ＡＥ：オ
ートエクスポージャー）用のセンサ、測距用のセンサにも適用できる。
【００３２】
　カメラは、撮像装置としての光電変換装置以外に、信号処理装置、記憶装置、表示装置
および光学装置の少なくともいずれかを備えることができる。信号処理装置は、例えばＣ
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ＰＵやＤＳＰであり、撮像装置から得られた信号を処理する。記憶装置は、例えばＤＲＡ
Ｍやフラッシュメモリであり、撮像装置から得られた信号に基づく情報を記憶する。表示
装置は、例えば液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイであり、撮像装置で得られた信
号に基づく情報を表示する。光学装置は、例えばレンズやミラー、シャッター、フィルタ
であり、撮像装置へ光を導く。ここでいうカメラとはスチルカメラやビデオカメラ、監視
カメラ等のカメラ専用機器以外に、撮影機能を有する情報端末や撮影機能を有する移動体
（車両や飛行体）も包含する。
【００３３】
　以下、実施例１～３を挙げて、詳細に説明する。なお実施例１～３で重複する事項は説
名を省略する。
【実施例１】
【００３４】
　図２（ａ）～（ｃ）に示す工程は、図１で説明した工程Ａに相当する。
【００３５】
　図２（ａ）に示すように、半導体層１００を有する半導体ウエハを用意する。
【００３６】
　図２（ｂ）に示す工程では、半導体層１００の素子部（活性部）を画定する素子分離部
１０１を形成する。ここで、素子分離部１０１は酸化シリコン膜等のフィールド絶縁膜に
よって構成され、ＬＯＣＯＳ、ＳＴＩの何れの方法で形成しても良い。そして、半導体層
１００にフォトダイオードである光電変換素子ＰＤやトランジスタである半導体素子ＴＲ
１を形成する。半導体素子ＴＲ１は、ＭＯＳ構造を有するゲート１１１、サイドスペーサ
１１２、ソース、ドレインの不純物領域１１３を有する。ウェル、ゲート絶縁膜及びＬＤ
Ｄ用の不純物領域については図が細かくなる為、敢えて図示していない。フォトダイオー
ドである光電変換素子ＰＤは、電荷蓄積領域であるｎ型の不純物領域１２１と、その周囲
のｐ型の不純物領域を含む。さらに、不純物領域１２１と半導体層１００の表面との間に
はｐ型の不純物領域１２２が設けられており、これによって、光電変換素子ＰＤは埋め込
み型フォトダイオードとなっている。転送ゲート１２３は浮遊拡散領域（フローティング
ディフュージョン）であるｎ型の不純物領域１２４に電荷（電子）を転送する。
【００３７】
　図２（ｃ）に示す工程では、受光基板１０を形成する。受光基板１０は半導体層１００
の上に配線部材を有する。配線部材は、層間絶縁層１３０、層間絶縁層１３０を貫通する
コンタクトプラグ１３１を含む。配線部材は、さらに、第１配線層１３２、第１配線層１
３２上の層間絶縁層１４０、第１配線層１３２と第２配線層１４２の間の第１ビアプラグ
１４１、第２配線層１４２を含む。配線部材は、さらに、第２配線層１４２上の層間絶縁
層１５０、第２配線層１４２と第３配線層１５２の間の第２ビアプラグ１５１、第３配線
層１５２、第３配線層１５２上のパッシベーション膜としての絶縁体膜１６０を含む。こ
のように、受光基板１０には、第３配線層１５２上のパッシベーション膜としての絶縁体
膜１６０まで設けられている。以上のようにして受光基板１０が用意される。
【００３８】
　図２（ｄ）、（ｅ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｂに相当する。図２（ｄ）は、
パッシベーション膜としての絶縁体膜１６０まで形成した受光基板１０と支持基板２０の
接合前の状態を示している。図２（ｅ）は、受光基板１０と支持基板２０の接合後の状態
を示している。受光基板１０と支持基板２０の接合方法は直接接合あるいは各種接着剤を
用いた何れの方法でも構わない。支持基板２０はシリコンウエハでもよいし、ガラスウエ
ハでもよいが、熱膨張率の違いによる反りを考慮すると、受光基板１０がシリコンウエハ
であれば、支持基板２０もシリコンウエハであることが好ましい。
【００３９】
　図３（ｆ）は、図１で説明した工程Ｃに相当する。受光基板１０をバックグラインド（
ＢＧ）、化学機械研磨（ＣＭＰ）、および／またはウェットエッチングにより受光基板１
０を薄化した状態を表わしている。詳細には、受光基板１０の半導体層１００の一部が除
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去され、半導体層１００が薄くなる。この時、半導体層１００の厚さは薄い方が後の貫通
電極用の孔を形成する際のエッチング工程で有利である。一方、半導体層１００が薄過ぎ
るとフォトダイオード特性に影響がある。薄化後の半導体層１００の厚さは、５μｍ以上
であることが好ましく、１０μｍより大きいことがより好ましい。また、薄化後の半導体
層１００の厚さは、１００μｍより小さいことが好ましく、５０μｍ以下であることがよ
り好ましい。薄化によって現れる半導体層１００の裏面と受光面となる表面との距離が１
０μｍより大きければ、裏面の近傍で生じるノイズの影響を低減できる。
【００４０】
　図３（ｇ）～（ｋ）は、貫通電極を形成する工程を示す。
【００４１】
　図３（ｇ）は受光基板１０の薄化後、裏面（研磨面）に絶縁膜１８０を形成する工程を
示している。
【００４２】
　図３（ｈ）は、半導体層１００に貫通孔１８１を形成する工程を示している。貫通孔１
８１は、受光基板１０の裏面にレジストを塗布し、レジストの露光、現像を行なってマス
クを形成する。マスクを用いて半導体層１００をドライエッチングすることにより第１配
線層１３２の接続電極１３５に達する貫通孔１８１を形成する。なお、貫通孔１８１が接
続電極１３５に達するために、半導体層１００のエッチングに続いて、素子分離部１０１
のフィールド絶縁膜や層間絶縁層１３０もエッチングする。図３（ｈ）は、貫通孔１８１
の形成後に、レジストマスクを除去した状態を示している。
【００４３】
　図３（ｉ）は、貫通孔１８１の内面および半導体層１００の裏面上に絶縁膜１８２を形
成した状態を示している。
【００４４】
　図４（ｊ）は、絶縁膜１８２のうち、貫通孔１８１の底（接続電極１３５上）に位置す
る部分を、異方性エッチングにより除去した状態を示している。なお、絶縁膜１８２のう
ち、半導体層１００の裏面上に位置する部分も除去される。これらの工程は、後に貫通孔
１８１に埋め込む導電部材と半導体層１００との絶縁及び、接続電極１３５との導通を実
現する為に行なわれる。
【００４５】
　図４（ｋ）は、貫通孔１８１の中に導電部材１８３を埋め込む工程を示している。導電
部材１８３は、銅シード層および銅メッキ層の形成により導電材料を形成し、ＣＭＰによ
り貫通孔１８１外の余分な導電材料を除去することにより形成できる。
【００４６】
　図４（ｌ）、図５（ｍ）は、図１で説明した工程Ｄに相当する。続く図４（ｌ）では受
光基板１０と、別途用意した回路基板３０の接合前の状態を示している。回路基板３０は
半導体層３００を含む。半導体層３００にはトランジスタである半導体素子ＴＲ２、ＴＲ
３、ＴＲ４をはじめとして、抵抗素子、容量素子などの各種の半導体素子が形成されてい
る。回路基板３０には半導体集積回路として画素回路以外の回路である周辺回路が設けら
れている。周辺回路は、画素回路を駆動する駆動回路や画素回路からのアナログ信号を処
理するアナログ信号処理回路や、アナログ信号をデジタル信号に変換するＡＤ変換回路、
デジタル信号を処理するデジタル信号処理回路を含みうる。半導体素子ＴＲ２、ＴＲ３、
ＴＲ４はＭＯＳ構造を有するゲート３１１、サイドスペーサ３１２、ソース、ドレインの
不純物領域３１３、３１４、３１５を有する。半導体素子ＴＲ３はｎ型のウェル３１０に
配されている。なお、ゲート絶縁膜は図示を省略している。半導体素子ＴＲ２、ＴＲ３、
ＴＲ４はＬＤＤ用の不純物領域やＨＡＬＯ用の不純物領域を設けることができるが、図示
を省略している。また、半導体素子ＴＲ２、ＴＲ３、ＴＲ４のゲート、ソース、ドレイン
にはサリサイドプロセスにより、コバルトシリサイドやニッケルシリサイドを包含するシ
リサイド層が設けることができるが、これも図示を省略している。
【００４７】
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　半導体層３００の上には配線部材が形成されている。配線部材は、コンタクトプラグ３
３１、第１配線層３３２、ビアプラグ３４１、第２配線層３４２、ビアプラグ３５１、第
３配線層３５２含む。また、これらの配線層間には、層間絶縁層３３０、３４０、３５０
が配されている。配線部材には、ダマシン構造を有する銅配線を用いることができる。パ
ッシベーション膜としての絶縁体膜３６０も設けられている。最上層の配線層である第３
配線層３５２に含まれる接続電極３５５が露出した状態にある。
【００４８】
　図５（ｍ）は、パッシベーション膜としての絶縁体膜３６０まで形成した回路基板３０
と受光基板１０の受光基板１０と支持基板２０の接合後の状態を示している。受光基板１
０と回路基板３０の接合方法は直接接合あるいは各種接着剤を用いた何れの方法でも構わ
ない。受光基板１０の裏面と、回路基板３０の表面を接合（貼り合わせる）する事により
、受光基板０１の第１配線層１３２の接続電極と回路基板３０の接続電極３５５が導電部
材１８３を通して導通する。
【００４９】
　図５（ｎ）は、図１で説明した工程Ｅに相当する。支持基板２０を受光基板１０から除
去する。支持基板２０除去方法は剥離でも、機械研磨、機械化学研磨、ウェットエッチン
グ、剥離の何れの方法でも構わない。
【００５０】
　図５（ｏ）は、図１で説明した工程Ｆに相当する。カラーフィルタ１９１、マイクロレ
ンズ１９２を形成し、さらに絶縁体膜１６０もパッド開口１９３を形成する。その後、ウ
エハをダイシングしてチップを得て、必要に応じてパッケージングを行う。
【００５１】
　これにより、受光基板１０と回路基板３０を積層した、表面照射型（ＦＳＩ）の光電変
換装置が完成する。
【００５２】
　実施例１では貫通電極が回路基板３０の接続電極３５５から第１配線層１３２までとな
るので、エッチング対象が、絶縁膜１８０、半導体層１００、素子分離部１０１フィール
ド絶縁膜、層間絶縁層１３０と、少なくて済む。このことは貫通孔１８１を良好に形成す
る上で有利である。
【００５３】
　実施例１では第１配線層１３２に含まれる接続電極１３５に導電部材１８３を接続した
が、貫通孔１８１の加工が可能であれば、どの配線層に含まれる接続電極と接続しても構
わない。
【００５４】
　図６（ａ）は実施例１の第１変形例を示している。第１変形例では導電部材１８３が第
２配線層１４２に含まれる接続電極１４５に接続されている。
【００５５】
　図６（ｂ）は実施例１の第２変形例を示している。第２変形例では導電部材１８３が第
３配線層１５２に含まれる接続電極１５５に接続されている。
【実施例２】
【００５６】
　図７（ａ）に示す工程は、図１で説明した工程Ａに相当する。受光基板１０には、ビア
プラグ１５１と絶縁体膜１６０までが形成されている。実施例１とは第３配線層１５２が
形成されていない点が相違する。
【００５７】
　図７（ｂ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｂに相当する。受光基板１０に支持基板
２０を貼り合わせ、相互に固定する。
【００５８】
　図７（ｃ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｃに相当する。受光基板１０を機械研磨
（ＭＰ）、化学機械研磨（ＣＭＰ）、あるいはウェットエッチングにより薄化する。
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【００５９】
　図７（ｄ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｄに相当する。実施例２においては、回
路基板３０の接続電極３５５は絶縁膜３８０で覆われている。絶縁膜３８０は受光基板１
０と回路基板３０との接合の前に回路基板３０に設けられている。なお、本例では実施例
１における絶縁膜１８０に相当する絶縁膜を省略して、絶縁膜３８０と半導体層１００が
接するようにしている。半導体層１００の上に絶縁膜１８０を設けて、絶縁膜１８０と絶
縁膜３８０とが直接接合するあるいは、接着剤を介して接合するようにしてもよい。
【００６０】
　図８（ｅ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｅに相当する。支持基板２０は受光基板
１０の上から除去されている。
【００６１】
　図８（ｆ）～図９（ｈ）に示す工程は、貫通電極を形成する工程である。
【００６２】
　図８（ｆ）に示す工程では、受光基板１０に対して回路基板３０とは反対側から、半導
体層１００を貫通する貫通孔３８１を形成する。
【００６３】
　貫通孔３８１は、受光基板１０の裏面にレジストを塗布し、レジストの露光、現像を行
なってマスクを形成する。マスクを用いて半導体層１００をドライエッチングすることに
より第３配線層３５２の接続電極３５５に達する貫通孔３８１を形成する。なお、半導体
層１００のエッチングの前に、絶縁体膜１６０、層間絶縁層１５０、１４０、１３０およ
び素子分離部１０１のフィールド絶縁膜もエッチングする。また、貫通孔３８１が接続電
極３５５に達するために、半導体層１００のエッチングの後に、絶縁膜３８０もエッチン
グする。
【００６４】
　また、絶縁体膜１６０には凹部３８３を形成する。凹部は絶縁体膜１６０のエッチング
によって形成できる。凹部３８３と貫通孔３８１はどちらを先に形成してもかまわない。
さらに、貫通孔３８１および凹部３８３の内面に絶縁膜３８２を形成する。
【００６５】
　図８（ｇ）に示す工程では、絶縁膜３８２のうち、貫通孔３８１の底（接続電極３５５
上）に位置する部分と、ビアプラグ１５１上に位置する部分とを、異方性エッチングによ
り除去した状態を示している。なお、絶縁膜３８２のうち、絶縁体膜１６０に位置する部
分も除去される。これらの工程は、後に貫通孔３８１に埋め込む導電部材と半導体層１０
０との絶縁と、ビアプラグ１５１や接続電極３５５との導通を実現する為に行なわれる。
【００６６】
　図９（ｈ）は、貫通孔３８１の中に導電部材３８３を埋め込む工程を示している。導電
部材３８３は、銅シード層および銅メッキ層の形成により導電材料を形成し、ＣＭＰによ
り貫通孔１８１外の余分な導電材料を除去することにより形成できる。
【００６７】
　図９（ｉ）は、パッド電極３８５、カラーフィルタ１９１、マイクロレンズ１９２、パ
ッド開口１９３を形成する工程を示している。
【００６８】
　実施例２では、貫通孔３８１の形成を受光基板１０の表面側で行なえるので、実施例１
よりも重ね合わせ精度を高く出来る。
【実施例３】
【００６９】
　図１０（ａ）～（ｇ）に示す工程は、図１で説明した工程Ａに相当する。
【００７０】
　図１０（ａ）は、半導体層１００を有する半導体ウエハとして、ＳＯＩウエハを用いて
いることを示している。ＳＯＩウエハは、半導体層１００を支持する基体１２０と、半導
体層１００と基体１２０との間に配された絶縁体層１１０と、を含む。
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【００７１】
　図１０（ｂ）に示すように、各種半導体素子が形成された半導体層１００の上に、層間
絶縁層１３０を形成する。
【００７２】
　図１０（ｃ）に示すように、層間絶縁層１３０を貫通して半導体素子に接続されたコン
タクトプラグ１３１を形成する。
【００７３】
　図１０（ｄ）は、半導体層１００に孔２８１を形成する工程を示している。絶縁体膜１
６０の上にレジストを塗布し、レジストの露光、現像を行なってマスクを形成する。マス
クを用いて半導体層１００をドライエッチングすることにより、半導体層１００に孔２８
１を形成する。本例において、孔２８１は半導体層１００および絶縁体層１１０を貫通し
て基体１２０に達しているが、孔２８１を絶縁体層１１０内で止めてもよいし、半導体層
１００内で止めてもよい。なお、孔２８１が半導体層１００に達するために、半導体層１
００のエッチングの前に、層間絶縁層１３０や素子分離部１０１のフィールド絶縁膜もエ
ッチングする。図１０（ｃ）は、孔２８１の形成後に、レジストマスクを除去した状態を
示している。なお、孔２８１とコンタクトプラグ１３１の形成はどちらが先でもよく、エ
ッチングレートの違いを利用して同時に形成してもよい。
【００７４】
　図１０（ｅ）は孔２８１内に絶縁膜２８２を形成した状態を示している。
【００７５】
　図１０（ｆ）は孔２８１内にタングステン（Ｗ）を含む導電部材２８３を埋め込んだ工
程を示している。
【００７６】
　図１０（ｇ）は、層間絶縁層１３０の上に、導電部材２８３およびコンタクトプラグ１
３１を覆う様に保護膜２４０を形成する工程を示している。
【００７７】
　図１１（ｈ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｂに相当する。受光基板１０に支持基
板２０を貼り合わせ、相互に固定する。
【００７８】
　図１１（ｉ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｃに相当する。受光基板１０を機械研
磨（ＭＰ）、化学機械研磨（ＣＭＰ）、あるいはウェットエッチングにより薄化する。本
例では、受光基板１０に対して支持基板２０の側とは反対側に、孔２８１内の導電部材２
８３を露出させる。受光基板１０の薄化において除去されるべき部分は、孔２８１の深さ
に応じて設定される。孔２８１が絶縁体層１１０を貫通していれば、基体１２０を除去す
れば導電部材２８３を露出できる。孔２８１が絶縁体層１１０を貫通していれば、基体１
２０を除去すれば導電部材２８３を露出できる。孔２８１が絶縁体層１１０内にとどまっ
ていれば、基体１２０および絶縁体層１１０の少なくとも一部を除去すれば導電部材２８
３を露出できる。孔２８１が半導体層１００を貫通していなければ、絶縁体層１１０を除
去し、さらに半導体層１００の一部を除去する必要がある。絶縁体層１１０を残しておく
方が半導体層１００に生じるダメージを低減できる。
【００７９】
　図１１（ｊ）では受光基板００１と回路基板３０とを接合する工程を示している。回路
基板３０には各種トランジスタ、抵抗、容量、配線が形成されており、最上層の配線層３
５２に含まれる接続電極３５５が露出した状態にある。受光基板００１と回路基板３０と
を接合することで、受光基板１０側の導電部材２８３と回路基板３０の電極３５５が導通
する。
【００８０】
　図１１（ｋ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｅに相当する。支持基板２０を受光基
板１０上から除去する。除去方法は剥離でも、ＢＧ、ＣＭＰ、ウェットエッチング何れの
方法でも構わない。
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【００８１】
　図１１（ｌ）に示す工程では、保護膜２４０を除去する。
【００８２】
　図１２（ｍ）に示す工程では、層間絶縁層１３０の上に、第１配線層１３２、層間絶縁
層１４０、ビアプラグ１４１、第２配線層１４２、層間絶縁層１５０、ビアプラグ１５１
、絶縁体膜１６０を形成する。なお、図１１（ｌ）に示す工程で保護膜２４０を除去せず
に、保護膜２４０を層間絶縁層として利用してもよい。
【００８３】
　図１２（ｎ）に示す工程では、図１で説明した工程Ｆに相当する。受光基板１０の上に
、カラーフィルタ１９１、マイクロレンズ１９２を形成する。
【００８４】
　実施例３では、配線層を形成する前に、支持基板２０の接合と受光基板１０の薄化、お
よび支持基板２０の除去を行なっている。これにより、カラーフィルタ１９１やマイクロ
レンズ１９２だけでなく、配線層へのダメージを抑制する事が出来る。また、銅配線を用
いた場合、配線層と絶縁層あるいは配線層と拡散防止層の界面で剥がれを抑制できる。
【実施例４】
【００８５】
　図１３（ａ）に示す工程は、図１で説明した工程Ａに相当する。配線層１３２、１４２
はダマシン構造を有する、銅配線である。第１配線層１３２はシングルダマシン構造、第
２配線層１４２はデュアルダマシン構造を有する。また、第１配線層１３２と層間絶縁層
１５０の間には拡散防止層１３３が配されており、第２配線層１４２と層間絶縁層１５０
の間には拡散防止層１４３が配されている。拡散防止層１４３の上には絶縁層１６１が配
されている。
【００８６】
　図１３（ｂ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｂに相当する。受光基板１０の絶縁層
１６１上に支持基板２０が接合される。
【００８７】
　図１３（ｃ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｃに相当する。受光基板１０の半導体
層１００が薄化される。
【００８８】
　図１３（ｄ）に示す工程は、実施例１における貫通電極を形成する工程に相当する。半
導体層１００を貫通する導電部材２８３が形成される。
【００８９】
　図１３（ｅ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｄに相当する。受光基板１０に回路基
板３０が接合される。
【００９０】
　図１４（ｆ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｅに相当する。支持基板２０が受光基
板１０の上から除去される。
【００９１】
　図１４（ｇ）、（ｈ）に示す工程は、図１で説明した工程Ｆに相当する。
【００９２】
　図１４（ｇ）に示す工程では、導光部１７０を形成する。まず、光電変換素子ＰＤ上に
開口を有するマスクを用いて、層間絶縁層１６１、１５０、１４０、１３０および拡散防
止層１４３、１３３をエッチングする。これによって、開口部１７５を形成する。開口部
１７５を形成する際に、図１３（ａ）に示す工程で層間絶縁層１３０の下に配された絶縁
層１２９がエッチングストップ層として機能する。さらに、開口部１７５の中に窒化シリ
コンや樹脂などの透光材料を埋め込むことにより、導光部１７０が形成される。開口部１
７５の外に位置する透光材料は必要に応じて除去される。
【００９３】
　図１４（ｇ）に示す工程では、導光部１７０を覆って層間絶縁層１６２が形成される。
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パッド電極１５２を形成する。パッド電極１５２を覆うようにパッシベーション膜として
の絶縁体膜１６０を形成する。絶縁体膜１６０をエッチバック法等を用いて集光部１６１
を有するように加工することができる。集光部１６１は層内レンズとして機能する。集光
部１６１を形成する上で好適な絶縁体膜１６０は窒化シリコン膜でありうる。絶縁体膜１
６０の上に樹脂からなる平坦化膜１６３を形成する。平坦化膜１６３の上にカラーフィル
タ１９１、マイクロレンズ１９２を形成する。導光部１７０や集光部１６１、平坦化膜１
６３、カラーフィルタ１９１、マイクロレンズ１９２は図１で説明した光学部材４０に相
当する。また、ビアプラグ１５１やパッド電極１５２、層間絶縁層１６２は、支持基板２
０の除去後に形成された配線部材５０である。
【００９４】
　本実施形態は、導光部１７０を設けているために、半導体層１００の受光面上に複数の
配線層があっても、迷光等を抑制でき、また、光利用効率を向上できる。
【００９５】
　さらに、導光部１７０を、支持基板２０の除去後に形成しているため、薄化時のダメー
ジや支持基板２０の除去時に生じ得るダメージが導光部１７０に与える影響を低減できる
。
【００９６】
　なお、本実施例では、実施例１のようにして配線層を薄化間に形成したが、実施例２の
ように、支持基板２０の除去後に、複数の配線層や層間絶縁層を形成することもできる。
また、貫通電極の形成は実施例２と同様でもよいし、実施例３と同様でもよい。
【００９７】
　以上説明した実施形態に関しては、本明細書に明確な記載がなくとも、添付の図面や技
術常識から把握できる事項も本開示の一部を構成する。また、本発明は、本開示の技術思
想の範囲を逸脱しない限り、適宜な変更が可能である。
【符号の説明】
【００９８】
　１０　受光基板
　ＰＤ　光電変換素子
　２０　支持基板
　３０　回路基板
　ＴＲ２、ＴＲ３　半導体素子
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